
地方自治法の一部を改正する法律の概要

１．DXの進展を踏まえた対応

① 情報システムの適正な利用等

・ 地方公共団体は、事務の種類・内容に応じ、情報システムを有効に利用するとともに、他の

地方公共団体又は国と協力し、その利用の最適化を図るよう努めることとする。

・ 地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保の方針を定め、必要な措置を講じることとする。

総務大臣は、当該方針の策定等について指針を示すこととする。

② 公金の収納事務のデジタル化

eLTAXを用いて納付するものとして長が指定する公金（地方税以外）の収納事務を、地方公共団

体が地方税共同機構に行わせるための規定を整備する。

【施行期日】 １①、２及び３：令和６年９月２６日（１①の一部は令和８年４月１日）

１② ：公布の日（令和６年６月２６日）から起算して２年６月を超えない範囲内において

政令で定める日

２．地域の多様な主体の連携及び協働の推進

地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を市町村長が指定できることとし、指

定を受けた団体への支援、関連する活動との調整等に係る規定を整備する。

○ 第３３次地方制度調査会「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する

答申」（令和５年１２月２１日）を踏まえ、以下の改正を行う。

３．大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度において
これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例

① 国による地方公共団体への資料又は意見の提出の求め

事態対処の基本方針の検討等のため、国は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出

を求めることを可能とする。

② 国の地方公共団体に対する補充的な指示

適切な要件・手続のもと、国は、地方公共団体に対し、その事務処理について国民の生命等の保

護を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示ができることとする。

【要件】個別法の規定では想定されていない事態のため個別法の指示が行使できず、国民の生命等の保護のために

特に必要な場合（事態が全国規模、局所的でも被害が甚大である場合等、事態の規模・態様等を勘案して判断）

【手続】・あらかじめ、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努める

・閣議決定

・事後の国会報告

③都道府県の事務処理と規模等に応じて市町村（保健所設置市区等）が処理する事務の処理との調整

国民の生命等の保護のため、国の指示により、都道府県が保健所設置市区等との事務処理

の調整を行うこととする。

④ 地方公共団体相互間の応援又は職員派遣に係る国の役割

国による応援の要求・指示、職員派遣のあっせん等を可能とする。

現行の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設け、特例を規定する。
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